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1 福祉部
障がい
福祉課

日本放送協会
放送受信料免
除に伴う証明事
務

日本放送協会放送受信料
免除に伴う証明

対象者の要件確認のた
め。

- - - - - - 〇 - - - - 1

2 福祉部
障がい
福祉課

バス割引証交付
事務

バス割引証の交付
対象者の要件確認のた
め。

- - - - - - 〇 - - - - 1

3 福祉部
障がい
福祉課

心身障害者扶
養共済加入等
事務

加入等の申請収受後神奈
川県へ進達を行う。

対象者の要件確認のた
め。

- - - - - - 〇 - - - - 1

4
こども
未来部

こども
育成課

私立幼稚園長
時間預かり保育
等支援事業補
助金交付事務

認定こども園への移行を予
定している私立幼稚園の
設置者に対して、長時間預
かり保育の補助金を交付
する。

保育の必要性の認定を
受けた預かり保育利用
児童数に応じて補助金
額を決定

- - - ○ - - ○ - - - - 2

要配慮個人情報を
取扱う目的

取扱う要配慮個人情報

延べ事
務件数事務の目的部名 課名 事務の名称
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NHK放送受信料の免除

最終更新日 2014年8月25日（月曜日）

全額免除
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員
が市町村民税（特別区民税を含む）非課税の場合

半額免除
以下の障がいの認定を受けている方が住民基本台帳法にいう世帯主で、かつＮＨＫとの契約者である場合
1. 視覚障がい者又は聴覚障がい者
2. 身体障害者手帳1級又は2級
3. 知能指数35以下
4. 知能指数50以下で身体障害者手帳3級
5. 精神障害者保健福祉手帳1級

窓口・問い合わせ先
福祉部障がい福祉課 電話番号 046-225-2221

申込
NHKかながわ西営業センター
郵便番号 243-0432
海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー12階
電話番号 046-235-7000

関連ページ

受信料の免除（NHKホームページ） ［他のサイトへ移動します ］

関連キーワード検索

制度 福祉 障害者 障がい者 ふれあいをもとめて

情報発信元

障がい福祉課障がい福祉係
（市役所第二庁舎1階）
開庁時間:8時30分から17時15分

ホーム ＞ くらし情報 ＞ 医療・保健・福祉 ＞ 福祉・介護 ＞ 障害福祉 ＞ 税・使用料の減免等 ＞ NHK放送
受信料の免除

1/2 ページNHK放送受信料の免除 | 厚木市

2019/10/07https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/shougai/genmen/p0...

Administrator
スタンプ
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バス運賃の割引

最終更新日 2013年11月11日（月曜日）

バス運賃の割引

対象
原則として身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方

内容
単独で乗車できる身体障がい者及び知的障がい者の方は、手帳の提示により割引が受けられます。 ただし、介護を要する
第1種の身体障がい者及び知的障がい者又は、12歳未満の身体障がい者及び知的障がい者は、福祉事務所が発行する割引
証の提示により、介護者（1人まで）とともに割引が受けられます。

割引率
普通運賃5割・定期3割

窓口
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 225-2221

手続き
身体障害者手帳又は療育手帳・印鑑をお持ちの上、障がい福祉課へお越しください。

関連キーワード検索

福祉 制度 割引 手帳 障害者 障がい者 ふれあいをもとめて

情報発信元

障がい福祉課
〒243-8511 厚木市中町3-17-17（市役所第二庁舎1階）
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）
電話番号 046-225-2221 ｜ ファックス番号 046-224-0229 ｜ 2100@city.atsugi.kanagawa.jp または 

メールフォーム

ホーム ＞ くらし情報 ＞ 医療・保健・福祉 ＞ 福祉・介護 ＞ 障害福祉 ＞ 障害者手帳を利用して受けられる
割引制度 ＞ バス運賃の割引

1/2 ページバス運賃の割引 | 厚木市

2019/10/07https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/shougai/kakushuwa...

Administrator
スタンプ
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心身障害者扶養共済制度

最終更新日 2013年11月11日（月曜日）

この制度は、心身障がい者を扶養している方を加入者とし、毎月一定額の掛け金を払っていただくことで、加入者に万一
のことがあった場合に残された障がい者に年金を支給し、障がい者の生活の安定を図るための制度です。

対象
将来独立自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者（1級から3級）、精神障がい者などを扶養している65歳未
満の疾病や障がいのない健康な方。

内容
掛け金は、加入時の加入者の年齢により異なります。
加入者が死亡または著しい障がいのある状態となった時、その月から障がい者に毎月2万円（2口加入の場合には4万円）
の年金が支給されます。
加入者の生存中に障がい者が死亡された場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

必要なもの
印鑑・住民票（加入者と心身障がい者分）ほか 申請内容により必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせくだ
さい。

窓口・問い合わせ先
障がい福祉課障がい福祉係 電話番号 046-225-2221

関連キーワード検索

福祉 制度 障害者 障がい者 ふれあいをもとめて

情報発信元

障がい福祉課障がい福祉係
（市役所第二庁舎1階）
開庁時間:8時30分から17時15分
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）
電話番号 046-225-2221 ｜ ファックス番号 046-224-0229 ｜ 2100@city.atsugi.kanagawa.jp または 

メールフォーム

ホーム ＞ くらし情報 ＞ 医療・保健・福祉 ＞ 福祉・介護 ＞ 障害福祉 ＞ 手当・年金等 ＞ 心身障害者扶養共
済制度

1/2 ページ心身障害者扶養共済制度 | 厚木市

2019/10/07https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/shougai/teate/p003...

Administrator
スタンプ
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保護者の方へ 

 

厚木市私立幼稚園長時間預かり保育等支援事業補助金について 

 

厚木市では、預かり保育の体制整備による子育て支援の充実を図るため、長時間預

かり保育等を行う私立幼稚園に対し、就労等の理由により保育が必要である園児数に

応じて運営費の補助金を交付しております。 

つきましては、保育が必要であることを確認できる書類（就労状況証明書等）の提

出に御協力いただきますようお願いいたします。 

 

１ 書類提出対象者について(＊すべてに当てはまる方になります) 

（１）父母それぞれの保育を必要とする事由があること。 

※単身赴任等で父と母が別居している場合も含みます。 

（２）保育を必要とする事由については、裏面を御参照ください。 

２ 就労状況証明書について 

（１）就労状況証明書の記入は、原則、勤務先に依頼してください。 

（２）複数の職場に勤務されている場合、すべての就労状況証明書が必要となります。 

（３）次年度に認定こども園へ移行する幼稚園在園者で、支給認定申請用に就労状況

証明書を取得済みの方は、その写しを御提出ください。 

３ 変更事項があった場合 

就労状況に変更があった場合、速やかにこども育成課まで御連絡ください。 

４ 提出先及び提出期限 

（１）提出先：在園する幼稚園 

（２）提出期限：幼稚園の提出期限に従ってください。 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

厚木市こども育成課 電話（０４６）２２５－２２６２（直通） 



【参考】保育を必要とする事由を確認できる書類 

 

保育を必要とする 

事由を確認できる 

書類 

 

① 就労（最低基準は月64時間以上） 対象期間：就労する期間  

※ 最低基準に満たない就労内容の場合は、就労状況証明書ではなく、求職活動に関する申立書

をご提出ください。 

※ 変則勤務の方は、シフト表の写しを添付してください。 

◎居宅外労働 

【会社に勤務している方（正規・派遣・パート）】 

 ・就労状況証明書 → 勤務先で証明してもらってください。（勤務先の方が記入） 

【育児休業から復帰する方】 

 ・就労状況証明書 → 勤務先で証明してもらってください。 

            産前産後休暇・育児休業の期間、復帰日が記入されているか要確認。 

 ・育児休業給付金支給決定通知等 

・育児休業からの復職に関する申立書 → ご本人が記入してください。 

※ 上記３つの提出が必要。復帰後は 10日以内に復職証明書の提出をお願いします。 

【自営業の方】 

・就労状況証明書 → 代表者が記入してください。 

※ 就労状況が分かる書類を添付してください。（いずれか１つ） 

 （例）確定申告の写し、個人事業届の写し、収支報告書、営業許可証、広告物等 

◎居宅内労働（内職） 

 ・就労状況証明書 → ご本人が記入してください。 

※ 出来高証明書（納品書や明細書）の写しを添付してください。 

② 妊娠・出産  対象期間：出産予定日前８週から産後８週を経過する日の翌日を含む月末まで  

 ・母子手帳の写し  → 母子手帳の表紙と出産予定日の確認できるページをコピーし、 

             余白に「児童氏名・児童生年月日」を記入してください。 

③ 保護者の疾病・障がい  対象期間：治療に要する期間  

 ・申立書（疾病・負傷用） 

 ・障害者手帳の写し 

※ 障害者手帳をお持ちでない場合は、併せて診断書の提出が必要です。 

④ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護  対象期間：介護に要する期間  

 ・申立書（介護・看護用） 

 ・介護認定書または障害者手帳の写し 

※ 介護認定書または手帳をお持ちでない場合は、併せて診断書の提出が必要です。 

⑤ 災害復旧  対象期間：災害復旧に要する期間  

 ・申立書（その他） 

 ・り災証明書等 

⑥ 求職活動中  対象期間：最大２ヶ月  

 ・休職活動に関する申立書 → ご本人が記入してください。 

 ・休職カード等 

※ ２ヶ月以内に就労することが条件です。 

⑦ 就学  対象期間：在学期間   ※趣味の講座・カルチャー講座は該当しません。 

 ・学生証の写し 

 ・講義予定表またはカリキュラム等の写し 

⑧ 虐待やＤＶのおそれがある  対象期間：保護を要する期間  

 ・配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 

⑨ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 

  対象期間  

 ✿育児休業取得中に、児童が３歳児クラス以下に在籍 → 生まれた子が１歳になるまで  

 ✿育児休業取得中に、児童が４歳児クラス以上に在籍 → 育児休業終了まで  

 

 ・就労状況証明書及び育児休業給付金支給決定通知等 

  → 産前産後休暇・育児休業の期間、復帰日の記入を忘れずにお願いします。 

※ 育児休業申請中等で支給決定通知書の提出ができない場合は雇用保険被保険者証の写し 

⑩ その他、上記に類する状態として市が認める場合 

 ・市が必要と認める書類（各事由ごと） 

 



 
 

施設利用（申込）児童名 生年月日 入所・入園又は利用（希望）施設名※該当する方

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 

 

申 立 書（疾病・負傷） 

厚木市長宛 

厚木市福祉事務所長宛  

  

次のとおり療養しているため、児童の保育が必要である旨申し立てます。  

なお、下記申立内容と医師の診断書に相違があった場合、保育の実施を解除(退所・退園)されても又は、施設等利用

給付認定を取消しされても異議を申し立てることはありません。 

 

療 養 中 の 方 
  

児童との続柄 
 

生 年 月 日 
 

年 齢 
 

病 名 
 

病 状 

具体的に記入してください。 

病 院 名 
 

病院所在地 
都 ・ 道       市 ・ 区 

府 ・ 県       町 ・ 村 

通 院 回 数 週 ・ 月 ・ 年    回（ 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 ・ 日 ・ その他  ） 

入 院    年   月   日 ～      年   月   日（ 入院中 ・ 退院 ） 

自 宅 療 養    年   月   日 ～  

備 考  

※入所・入園、施設等利用給付認定開始時、継続利用審査時には、診断書等の提出をお願いいたします。 

 

上記のとおり、相違ありません。  

 

   年   月   日      申立者(療養中の方)                    



申 立 書（介護・看護） 

厚木市長宛 

厚木市福祉事務所長宛 
 

次のとおり同居又は長期入院等している親族の介護（看護）をしているため、児童の保育が必要である旨申し立てます。  

 氏   名 
児童との 
続 柄 年齢 

 

住    所 

介護・看護にあたる方     

介護・看護が必要な方 
    

    

介 護 ・ 看 護 を 

必 要 と す る 理 由 

（手帳等の写しを添付） 

身体障害者手帳           種    級（            ）  

療育手帳                   度（              ）  

精神障害者保健福祉手帳            級（           ）  

介護保険被保険者証        要介護   ・ 要支援  

その他の介護・看護       （病名                  ） 

介 護 ・ 看 護 の 状 況 

食事                  一人でできる  ・ 一部介助  ・  全介助 

入浴・洗顔等             一人でできる  ・ 一部介助  ・  全介助 

排泄                  一人でできる  ・ 一部介助  ・  全介助 

特別な医療・介護・看護等     無 ・ 有（             ） 

介 護 ・ 看 護 日 数 
介護・看護にあたっている日数   一週あたり  日  一か月あたり   日  

通院・通所に付き添う日数      一週あたり  日  一か月あたり   日 

そ の 他 の 具 体 的 な 

介 護 ・ 看 護 内 容 

 

 

１日の介護・看護スケジュール 

6:00    7:00    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00  14:00   15:00   16:00   17:00  18:00   19:00   20:00   21:00 

                
                

 

例 
  

              
起床 
洗顔等 食事介助 医師診察等 食事介助  入浴介助 食事介助  就寝中の体位変換 

（排泄介助が日に平均6回） （体位変換を2時間に1回） 

※入所・入園、施設等利用給付認定開始時、継続利用審査時に要介護認定または障害者手帳等をお持ちでない場合

は、診断書等の提出をお願いいたします。 
 

上記のとおり、相違ありません。  
 

   年   月   日   申立者(介護・看護にあたる方)                    

施設利用（申込）児童名 生年月日 入所・入園又は利用（希望）施設名  ※該当する方

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 

       年    月    日 在籍 ・ 申請中 


